
実績報告書の作成について
一般型・第９回採択者説明会資料

－１－



なぜこんなに手続きが面倒なの??

→補助金は税金です。
計画に沿った事業を実施しないとどうなるの??
→補助金の対象とならない場合があります。

補助金の性質を理解し実行することで、スムーズな
補助金確定・入金まで実行することが可能となります。

販路開拓を応援する補助金です。
しっかりとルールを守ることで補助金が交付されます。

－２－



①実施期間を確認し、その期間内で完了すること
②事業計画を忠実に正確に遂行すること
③実績報告で遂行した事業計画を具体的に報告すること

計画 実行 報告
確定
入金

交付決定日:
令和4年11月25日

実施期間:
最大 令和5年5月31日迄

最終提出期限:
令和5年6月10日必着

－３－



補助金申請・事業計画に基づいた、事業を実行していきます。
以下の申請資料を確認

①.小規模事業者持続化補助金交付申請書(様式5)
〃交付決定通知書

②.経営計画書(様式2-1)＜補助事業の計画＞

③.補助事業計画書【経費明細表・資金調達方法】(様式3-1)

－４－



①.小規模事業者持続化補助金交付申請書(様式5)
小規模事業者持続化補助金交付決定通知書

事業開始日と事業完了日を確認する

計画を開始する日
※この日以前の経費支払は補助金の対象とならない。
（原則：令和4年11月25日）

（様式５抜粋）
1．補助事業の目的および内容

補助事業計画書のとおり
※補助事業計画書は、全国商工会連合会が指定する様式を使用すること。以下同様。

2．補助事業の開始日および完了予定日
交付決定日 ～ 令和５年５月３１日

－５－



事業完了予定日は、申請者ごとに異なります。

1．補助事業の目的および内容
補助事業計画書のとおり
※補助事業計画書は、全国商工会連合会が指定する様式を使用すること。以下同様。

2．補助事業の開始日および完了予定日
交付決定日 ～ 令和５年３月３１日

1．補助事業の目的および内容
補助事業計画書のとおり
※補助事業計画書は、全国商工会連合会が指定する様式を使用すること。以下同様。

2．補助事業の開始日および完了予定日
交付決定日 ～ 令和５年５月３１日

－６－

計画を完了する日
※この日を超えての経費支払は対象とならない
カード払いの場合、口座からの引き落とし日が
完了日前であること

※広報掲載日がこの日までに完了していること

例１）【申請者Ａ】（様式５抜粋）

例２）【申請者Ｂ】（様式５抜粋）

計画を完了する日
※この日を超えての経費支払は対象とならない
カード払いの場合、口座からの引き落とし日が
完了日前であること

※広報掲載日がこの日までに完了していること

※事業実施期間内であれば期間の延⾧可能



事業完了予定日は、申請者ごとに異なります。

1．補助事業の目的および内容
補助事業計画書のとおり
※補助事業計画書は、全国商工会連合会が指定する様式を使用すること。以下同様。

2．補助事業の開始日および完了予定日
交付決定日 ～ 令和５年３月３１日

1．補助事業の目的および内容
補助事業計画書のとおり
※補助事業計画書は、全国商工会連合会が指定する様式を使用すること。以下同様。

2．補助事業の開始日および完了予定日
交付決定日 ～ 令和５年５月３１日

－６－

計画を完了する日
※この日を超えての経費支払は対象とならない
カード払いの場合、口座からの引き落とし日が
完了日前であること

※広報掲載日がこの日までに完了していること

例１）【申請者Ａ】（様式５抜粋）

例２）【申請者Ｂ】（様式５抜粋）

計画を完了する日
※この日を超えての経費支払は対象とならない
カード払いの場合、口座からの引き落とし日が
完了日前であること

※広報掲載日がこの日までに完了していること

※事業実施期間内であれば期間の延⾧可能



経費区分 補助事業の手引き25～48ページを確認し、申請した経費を確認する
対象となる経費例・対象とならない経費例・証拠書類・よくある質問の記載あり

実績報告の際に、対象とならないものが含まれていた場合、また証拠書類がそろっ
ていない場合は、補助金の対象外となることがありますのでご注意下さい。

①機械装置等費 25～
②広報費 28～
③ｳｪﾌﾞｻｲﾄ関連費 30～
④展示会等出展費 33～
⑤旅費 35～
⑥開発費 39～
⑦資料購入費 41

⑧雑役務費 42
⑨借料 43
⑩設備処分費 44～
⑪委託・外注費46～

－７－

30 30,000

4

a 1,180,000

（様式3-1抜粋）



経費区分 補助事業の手引き25～48ページを確認し、申請した経費を確認する
対象となる経費例・対象とならない経費例・証拠書類・よくある質問の記載あり

実績報告の際に、対象とならないものが含まれていた場合、また証拠書類がそろっ
ていない場合は、補助金の対象外となることがありますのでご注意下さい。

①機械装置等費 25～
②広報費 28～
③ｳｪﾌﾞｻｲﾄ関連費 30～
④展示会等出展費 33～
⑤旅費 35～
⑥開発費 39～
⑦資料購入費 41

⑧雑役務費 42
⑨借料 43
⑩設備処分費 44～
⑪委託・外注費46～

－７－

30 30,000

4

a 1,180,000

（様式3-1抜粋）



内容・必要理由を確認する

記載のないものの購入は認められていません。
必要理由は計画実施の為の導入を意味します。
取組を行うことが前提となります。

経費内訳(単価×回数)
補助対象経費(税抜・税込)

記載のある単価から計算された補助対象経費額が経費区分
の届け出た金額となります。
この金額が増減する場合は、変更承認の手続きが必要とな
る場合がありますので必ずご相談ください。

－８－

30 30,000

4

a 1,180,000

（様式3-1抜粋）



①機械装置等費～⑪委託・外注費（２５ページ～４８ページ）に
記載されていない認められない経費（補助対象外経費）について
は、４９ページをご確認下さい。

補助対象外経費について

ご不明な点は、事前に支援機関(商工会)に確認の上計画を実施頂きますようお願い
いたします。
また、計画に変更が生じた場合は必ず確認の上実施下さい。
(参照ページ14～15)

事後報告では対応することができないためご注意下さい

－９－



－１０－

実績報告提出書類一覧

原則、全事業所で必要になるのは、上記３点
→その他必要に応じて書類を揃える。（参照１８～１９ページ）



－１１－



－１１－



－１１－



－１１－



－１３－



証拠書類 参照ページ17

〇時系列
左から右へ実施日が動いていきます

※実際の証拠書類

－１４－



注意①
※手引き「3ページ」参照

－１５－

経費の支払は「銀行振込」



注意②
→補助事業計画に変更が必要となった場合は、事前に届出を行い、変更内容が認め

られた後に対象となる場合があります。

ただし、申請時に発生していない費目(①～⑬)を新たに対象とすることはできません。

－１６－

申請時の計画と違うものを購入している
※参照14,15ページ

注意③ 補助金の対象とならないケース
※参照49ページ

販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
→購入したもので直接的に収益をもたらすものは仕入のような扱いになる
ため、補助金の対象とはなりません。


